
平
成
二
十
六
年
五
月
七
日
提
出

質

問

第

一

五

五

号

環
太
平
洋
経
済
連
携
協
定
で
日
米
両
政
府
が
実
質
的
に
合
意
し
た
と
す
る
読
売
新
聞
報
道
に
関
す
る
質
問
主
意

書

提

出

者

鈴

木

貴

子

155



環
太
平
洋
経
済
連
携
協
定
で
日
米
両
政
府
が
実
質
的
に
合
意
し
た
と
す
る
読
売
新
聞
報
道
に
関
す
る
質
問
主
意

書

本
年
五
月
三
日
付
読
売
新
聞
一
面
に
「
日
米
Ｔ
Ｐ
Ｐ

豚
肉
関
税
『
五
十
円
』
に

現
行
四
百
八
十
二
円

差
額
制
は
維
持

牛
肉
は
『
九
％
』
」
と
の
見
出
し
の
記
事
（
以
下
、
「
読
売
記
事
」
と
す
る
。
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質

問
す
る
。

一

「
読
売
記
事
」
を
政
府
は
承
知
し
、
そ
の
内
容
を
把
握
し
て
い
る
か
。

二

「
読
売
記
事
」
に
は
冒
頭
「
日
米
両
政
府
に
よ
る
環
太
平
洋
経
済
連
携
協
定
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
交
渉
を
巡
る
実
質
合
意
の
全
容

が
わ
か
っ
た
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
を
巡
り
、
我
が
国
政
府
と
米
国
政
府
の
中
で
合
意
が
な
さ
れ
た
と
い
う
事

実
は
あ
る
の
か
。

三

「
読
売
記
事
」
に
は
、
豚
肉
に
関
し
、
差
額
関
税
制
度
を
維
持
す
る
一
方
で
、
一
㎏
あ
た
り
四
百
八
十
二
円
の
現
行
の
関

税
を
十
五
年
程
度
か
け
て
五
十
円
へ
と
引
き
下
げ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
牛
肉
に
関
し
て
は
、
三
十
八
�
五
％
の
現
行
の

関
税
を
十
年
程
度
か
け
て
九
％
に
引
き
下
げ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
コ
メ
や
麦
、
甘
味
作
物
の
関
税
率
は
原
則
維
持
し
、
乳
製

品
に
つ
い
て
は
米
国
産
乳
製
品
を
低
関
税
で
輸
入
す
る
特
別
枠
を
新
た
に
設
定
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
更
に
自
動
車
に
関

一



し
て
は
、
米
国
が
我
が
国
に
課
し
て
い
る
二
�
五
％
の
関
税
率
を
、
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
で
設
定
さ
れ
る
も
っ
と
も
長
い
期
間
」

で
撤
廃
す
る
と
の
合
意
が
な
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
右
は
事
実
か
。

四

「
読
売
新
聞
」
が
報
道
し
て
い
る
実
質
合
意
の
内
容
の
下
、
我
が
国
が
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
参
加
し
た
場
合
、
我
が
国
の
第
一
次
産

業
、
第
二
次
産
業
、
第
三
次
産
業
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
る
か
、
プ
ラ
ス
面
、
マ
イ
ナ
ス
面
双
方
に
つ
き
、

具
体
的
な
数
字
を
挙
げ
た
上
で
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

四
を
踏
ま
え
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
が
我
が
国
の
マ
ク
ロ
経
済
に
も
た
ら
す
影
響
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
具
体
的
数
字
を
挙
げ

た
上
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

「
読
売
記
事
」
に
は
「
複
数
の
政
府
筋
が
二
日
、
明
ら
か
に
し
た
。
」
と
あ
る
が
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
の
内
容
に
つ
い
て
、
政

府
職
員
が
読
売
新
聞
社
に
リ
ー
ク
を
し
た
と
い
う
事
実
は
あ
る
か
。

七

六
の
「
複
数
の
政
府
筋
」
と
は
誰
か
、
政
府
と
し
て
調
査
を
す
る
考
え
は
あ
る
か
。
ま
た
、
読
売
新
聞
側
に
問
い
質
す
考

え
は
あ
る
か
。

八

Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
に
関
し
て
は
、
最
終
的
な
合
意
が
な
さ
れ
る
ま
で
、
そ
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
な
い
と
い
う
の
が
交
渉
に
参

加
す
る
上
の
約
束
で
あ
っ
た
と
承
知
す
る
。
六
の
「
複
数
の
政
府
筋
」
は
、
そ
の
約
束
を
破
り
、
国
家
公
務
員
法
の
規
定
す

二



る
守
秘
義
務
に
違
反
し
た
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
が
、
政
府
と
し
て
何
ら
か
の
処
分
を
下
す
考
え
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


